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消

費

者

庁

○

告
示
第
一
号

厚
生
労
働
省

生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
及
び
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生

に
関
す
る
監
視
指
導
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

消
費
者
庁
長
官

新
井
ゆ
た
か

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

食
品
衛
生
に
関
す
る
監
視
指
導
の
実
施
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
策
定
及
び
監
視
指
導
の
実
施

第
三

都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監
視
指
導
計
画
の
策
定
及
び
監
視
指
導
の
実
施

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

（
略
）

（
略
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

計
画
策
定
に
係
る
情
報
及
び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

八

計
画
策
定
に
係
る
情
報
及
び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
）
の
実
施
に
関
す
る
事
項

ョ
ン
）
の
実
施
に
関
す
る
事
項

監
視
指
導
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
七
十
条
第
三
項
の
規
定

監
視
指
導
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
そ
の
案
の
段
階
に
お
い
て
、
趣
旨
及
び
概
要
を
で
き
る
だ
け

に
基
づ
き
、
そ
の
案
の
段
階
に
お
い
て
、
趣
旨
及
び
概
要
を
で
き
る
だ
け

分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
と
と
も
に
、
住
民
参
加
型
の
意
見
交
換
会
の
実

分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
と
と
も
に
、
住
民
参
加
型
の
意
見
交
換
会
の
実

施
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
紙
等
を
通
じ
た
意
見
募
集
等
の
地
域
の
実
情

施
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
紙
等
を
通
じ
た
意
見
募
集
等
の
地
域
の
実
情

に
応
じ
た
手
段
に
よ
り
、
地
域
の
消
費
者
及
び
事
業
者
を
含
め
た
住
民
か

に
応
じ
た
手
段
に
よ
り
、
地
域
の
消
費
者
及
び
事
業
者
を
含
め
た
住
民
か

ら
の
意
見
を
広
く
求
め
、
当
該
意
見
を
も
と
に
案
を
再
度
検
討
す
る
な
ど

ら
の
意
見
を
広
く
求
め
、
当
該
意
見
を
も
と
に
案
を
再
度
検
討
す
る
な
ど

、
情
報
及
び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
促
進
を

、
情
報
及
び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
促
進
を

図
る
。

図
る
。

九

（
略
）

九

（
略
）

第
四

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
の
策
定
及
び
監
視
指
導
の
実
施
に
関
す
る
事

第
四

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
の
策
定
及
び
監
視
指
導
の
実
施
に
関
す
る
事

項

項

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

命
令
検
査
の
実
施
及
び
二
国
間
協
議
等
の
実
施
に
関
す
る
事
項

三

命
令
検
査
の
実
施
及
び
二
国
間
協
議
等
の
実
施
に
関
す
る
事
項

同
一
の
輸
出
国
や
同
一
の
製
造
者
及
び
加
工
者
か
ら
輸
入
さ
れ
る
同
一

同
一
の
輸
出
国
や
同
一
の
製
造
者
及
び
加
工
者
か
ら
輸
入
さ
れ
る
同
一

の
食
品
等
に
つ
い
て
残
留
農
薬
に
係
る
基
準
違
反
等
が
二
回
以
上
発
見
さ

の
食
品
等
に
つ
い
て
残
留
農
薬
に
係
る
基
準
違
反
等
が
二
回
以
上
発
見
さ

れ
る
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
三

れ
る
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
二
十
六
条
第
三

項
に
基
づ
き
輸
入
者
に
対
し
て
命
令
検
査
を
実
施
さ
せ
る
。

項
に
基
づ
き
輸
入
者
に
対
し
て
命
令
検
査
を
実
施
さ
せ
る
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
第
三
の
一
の
１
及
び
２
の
項
目
に
つ
い
て
、

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
第
三
の
一
の
１
及
び
２
の
項
目
に
つ
い
て
、

輸
入
者
に
よ
る
輸
入
届
出
、
輸
出
国
政
府
の
発
行
す
る
証
明
書
、
輸
入
時

輸
入
者
に
よ
る
輸
入
届
出
、
輸
出
国
政
府
の
発
行
す
る
証
明
書
、
輸
入
時
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検
査
、
輸
入
者
か
ら
の
報
告
徴
収
等
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に
、
違
反

検
査
、
輸
入
者
か
ら
の
報
告
徴
収
等
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に
、
違
反

の
可
能
性
や
輸
入
量
等
を
勘
案
し
て
我
が
国
の
国
民
へ
の
健
康
影
響
上
必

の
可
能
性
や
輸
入
量
等
を
勘
案
し
て
我
が
国
の
国
民
へ
の
健
康
影
響
上
必

要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
、
輸
出
国
政
府
と
の
二
国
間
協
議
、

要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
、
輸
出
国
政
府
と
の
二
国
間
協
議
、

現
地
調
査
等
に
よ
り
、
輸
出
国
の
生
産
、
製
造
、
加
工
等
の
段
階
に
お
け

現
地
調
査
等
に
よ
り
、
輸
出
国
の
生
産
、
製
造
、
加
工
等
の
段
階
に
お
け

る
食
品
衛
生
に
係
る
取
組
の
推
進
を
求
め
る
。
特
に
、
法
第
九
条
第
一
項

る
食
品
衛
生
に
係
る
取
組
の
推
進
を
求
め
る
。
特
に
、
法
第
九
条
第
一
項

又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
厚

又
は
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
薬

生
科
学
審
議
会
等
の
意
見
を
聴
い
て
、
特
定
の
食
品
等
の
輸
入
等
の
禁
止

事
・
食
品
衛
生
審
議
会
等
の
意
見
を
聴
い
て
、
特
定
の
食
品
等
の
輸
入
等

を
行
う
。

の
禁
止
を
行
う
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

計
画
策
定
に
係
る
情
報
及
び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

五

計
画
策
定
に
係
る
情
報
及
び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
）
の
実
施
に
関
す
る
事
項

ョ
ン
）
の
実
施
に
関
す
る
事
項

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
七
十
条
第
一

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
七
十
条
第
二

項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
案
の
段
階
に
お
い
て
、
趣
旨
及
び
概

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
案
の
段
階
に
お
い
て
、
趣
旨
及
び
概
要
を
で

要
を
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
と
と
も
に
、
意
見
交
換
会
、

き
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
公
表
す
る
と
と
も
に
、
意
見
交
換
会
、
ホ
ー
ム

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
消
費
者
及
び
事
業
者
を
含
め
た
国
民
各
層
か
ら

ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
消
費
者
及
び
事
業
者
を
含
め
た
国
民
各
層
か
ら
の
意
見

の
意
見
を
広
く
求
め
、
当
該
意
見
を
も
と
に
案
を
再
度
検
討
す
る
な
ど
、

を
広
く
求
め
、
当
該
意
見
を
も
と
に
案
を
再
度
検
討
す
る
な
ど
、
情
報
及

情
報
及
び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
促
進
を
図

び
意
見
の
交
換
（
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
促
進
を
図
る
。

る
。

六

（
略
）

六

（
略
）


